
セカンドオピニオンとは、主治医の診断・治療方針を、 

主治医以外の別の医療機関の医師に意見（第2の意見）を求めることです。 

主治医以外の専門医師の意見を聞くことにより、患者さんご自身で 

病状・治療方針を納得して選択していただくことが目的です。 

※ 病院や主治医を変更することではありません。 

 

 

  

他院 

⓵セカンドオピニオンを 

受けたいと伝える 

 

 

⓶主治医が診療情報提供書、 

検査結果データ等を準備し、 

患者さんにお渡しする 

⓸主治医への相談結果報告書を作成 

⓷セカンドオピニオンの 

申込み後、受診して意見を伺う 

 

相談者 

 

東京歯科大学 

市川総合病院 

（主治医） 

 ご希望される方はご遠慮なく、主治医にお申し出ください。 
 

 主治医がセカンドオピニオンに必要な書類（診療情報提供書（紹介状）・ 

検査データ・画像データ等）をご用意いたします。 

 



 ご持参いただいた患者さんの医療情報をもとに、当院医師が治療について 

意見を述べさせていただきます。 
ご希望の方は、下記患者支援センターにご相談ください。 
 

 ご相談後は、当院より現在の主治医へ、相談結果報告書を作成いたします。 

なお、当院で追加の検査や治療は行いません。 

 

 

 

東京歯科大学 

市川総合病院 

⓶セカンドオピニオンを 

受けたいと伝える 

 

 

⓷主治医が診療情報提供書、 

検査結果データ等を準備し、 

患者さんにお渡しする 

⓹主治医への相談結果報告書を作成 

⓸セカンドオピニオン受診し、意見を伺う 

相談者 

 

他院 

（主治医） 

 

22,000 円（税込） ※健康保険の適用にはなりません。全額、ご相談者の自己負担となります。 

内科   呼吸器内科 神経内科  消化器内科 循環器内科 心臓血管外科 皮膚科  

形成外科 泌尿器科  産婦人科  外科    呼吸器外科 脳神経外科 整形外科    

小児科  眼科    耳鼻咽喉科 歯科・口腔外科 口腔がんセンター  緩和ケア科  

放射線科（治療）    リプロダクションセンター 

⓵患者支援センターへセカンドオピニオンの申し込みをする 

 

(①相談員対応) 

(④・⑤医師対応) 


